
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する時の操作 
 
以下の操作を行うことにより、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の

算定を「マイナンバーカードで受診」として正しく判断します。 

マイナンバーカードで「同意あり」 マイナで同意なし、又は保険証 

・初診時＝2点 ・初診時＝6点 

・再診時＝点数なし ・再診時＝2点 

 
初めてマイナンバーカードで資格確認を行う患者様 

院内患者の「F4 保険証確認」をクリックして「マイナで資格確認」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

照会番号が「未登録」と表示されていたら 

「特健・薬剤等を取得する」をクリックします。 

照会番号が登録され、初診の場合は 2点、再診の場合は「医療情報・システム基

盤整備体制充実加算３」は入力されません。 

※以前に保険証で資格確認を行っている場合は、照会番号が登録されているので

「特健・薬剤等を取得する」のボタンは表示されません。 

「更新する」または「キャンセル」で終了してください。 

※現在、原簿に登録されている漢字氏名と、資格確認で取得した漢字氏名のスペ

ースが、全角半角が合致していないと「特健・薬情を取得する」のボタンが表

示されませんので、この場合は「更新する」をクリックしてください。 

（4月のバージョンアップで修正します） 



マイナンバーカードでの資格確認が 2回目以降の場合 

「F4 保険証変更」をクリックして「マイナで資格確認」をクリックします。 

 

 

 

 

照会番号に数字が表示されていたら、「キャンセル」をクリックします。 


